
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２５年 ３月 
 

お と り 様 商 店 会   練 馬 駅 前 中 央 通 り商 店 会 

練 馬 駅 前 本 通 り商 店 会   練 馬 アーケ ー ド 商 店 会 

練 馬 駅 前 商 店 会   練 馬 一 の 日 商 店 会 

豊 玉 第 三 町 会   練 馬 区 本 町 通 り自 治 会 

練馬駅南地区 まちづくり憲章 
～わたしたちのまちのローカルルール～ 

昔の三角地 

(写真募集中) 

写真左から、昭和 15年頃の千川通り(筋違橋周辺)、現在の千川通り(酉の市)、 

現在の練馬駅前中央通り、昭和 40年頃の練馬大鳥神社境内 
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私たちのまち「練馬駅南地区」は、千川上水沿いに発展してきた

まちであり、練馬駅の開設（1915 年）以降、練馬の中心として発展

してきました。 

現在では、多くの商店･事務所･マンションが立地し、周辺には  

練馬区役所や警察署･消防署等も立地していることから、多様な人々

が暮らし･営み･訪れる活気あるまちとなっています。 

今回私たちは、生活の場･生業
なりわい

の場･もてなしの場としてさらなる

発展を願い、このまちの目標像と、このまちで暮らし･営む上での 

作法を『練馬駅南地区まちづくり憲章』としてとりまとめました。 

『練馬駅南地区まちづくり憲章』は、私たちのまちづくり活動に

対する意思･決意を広く宣言するものです。私たちは、これに基づき

まちづくり活動を積極的に展開していくとともに、広く発信するこ

とで、このまちに関わるすべての人との共有化に努め、それぞれが

同じ方向性をもって自主的にまちづくり活動が展開されていくこと

を期待します。 

  

1 はじめに 

※練馬駅南地区とは、練馬区景観計画（H23.8 策定）において、先導的に景観まちづ

くりに取り組む地区（景観まちづくり地区）として位置付けられており、練馬駅南

口地区地区計画（H16.12決定）区域と千川通り沿道を含む区域（P2の図参照） 
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ʴⱲ ҍї  

多様な人々が集まり、交流･活動し、楽しめる練馬の中心の一翼を担えるよう

に、まちづくりに取り組んでいきます。 

ẉ Ήר Ћ̱ Ҙ  

酉の市で有名な大鳥神社や下町情緒の感じられる商店街、活気･賑わいを感じ

られる千川通り等の多様な個性を活かして、まち全体の魅力を高めていきます。 

ӲҘ Ҳ ᾽  

まちへの想いを共有し、個人や仲間･団体が協働し、さらには練馬区や関係機

関等の理解と協力を得ながら、まちづくり活動を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬消防署 

目白通り 

練馬警察署 
 

練馬郵便局 

練馬区役所 

千川通り 

練馬駅 
西口 

 

北口 

 南口 

 

２ まちづくり活動の理念 

３ めざすまちの姿 

˲ Ѽ  

֥  

多くの人が往来するメインストリートと

して、豊かなサービスと賑わいで人を迎

える練馬駅前の玄関口となるまちをつく

っていきます。 

 

˲ װ  

ᾱⱲ᷂  

大鳥神社の歴史的雰囲気や親しみある

商店街、路地的空間等を活かした、人情

味のある居心地よいまちをつくっていき

ます。 

ὄⱲ  

人の気遣いが感じられるきれいで風紀の整った、誰もが安心して過ごし

楽しむことのできるまちをつくっていきます。 

˲ Ḹ ї̝ ˧  

誰もが利用しやすいお店や憩いの場、活気あるイベント等に、人･情報が

集まる出会い･交流のまちをつくっていきます。 
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① 私たちは、関係機関と連携して、防犯カメラの

管理･運営や防犯パトロールに取り組みます。 

② 私たちは、商業者に、お店の適正な営業を働き

かけていきます。（客引き･客待ち行為の適正化、

深夜営業の時間の厳守等） 

③ 私たちは、不動産仲介業者や建物所有者に、 

まちの風紀を乱すような店舗事業者（性風俗店等）にお店を賃借しないよう、

またテナントの適正な営業を指導するよう働きかけていきます。 

 

ᾶẆⅎף ᵀᴜ ї Ѱ  

④ 私たちは、屋外広告物（看板､のぼり等）や商品等を、公道にはみ出さないよ

うにするとともに、歩行者の妨げにならないよう設置します。 

 

˧ ᵎ ͝  

⑤ 私たちは、来店者や従業者の利用する自転車を、適正に管理します。 

（公道上に停めさせない、公共駐輪場の利用を促す等） 

⑥ 私たちは、放置自転車の減少や交通マナーの改善に向けた取組を検討し、実

行していきます。 

 

◓  

⑦ 私たちは、通りに面した自分の敷地内を花や緑で

飾ります。 

⑧ 私たちは、日常的に街なかの清掃に取り組みます。 

⑨ 私たちは、通りからごみや集配物（おしぼり、ビ

ールケース等）が見えないようにし、朝･昼･夜と

もに店先をきれいに整えます。 

 

ʝ ʝ̱ ї  

⑩ 私たちは、お店の個性や由来等を表現できる、印象的･統一的な看板･プレー

ト等の設置に取り組みます。 

⑪ 私たちは、駅前の魅力的な場づくりの検討を進めます。 

（練馬駅南口広場の活用、練馬駅前交差点の愛称づけや景観づくり、 

イルミネーションの設置、閉店時にも楽しいシャッターの設置等） 

４ まちづくり活動の方針 

■地元不動産業者との連携（吉祥寺平和通り商店会[武蔵野市]） 

・地元不動産業者に、テナント入居の契約書に「商店会への加入」を加え
てもらうよう依頼 

■無料休憩所 
（矢口渡商店街[大田区]） 

 
 

■違反広告物の除去活動（練馬区違反広告物除去協力員制度） 
・区が、「環境美化推進地区」に指定されている町会等から推薦された方

を「違反広告物除却協力員」として委嘱 
・電柱等に貼られている違反広告物の除却を行ってもらう制度 

  ※環境美化推進地区：区民が積極的に美化活動に取組んでいる地域の
団体を環境美化推進地区として指定し、掃除
用具の提供等を行う 

 ■自転車の押し歩き推進運動 
（高松丸亀町商店街[香川

県]） 
 

 

参考事例等 
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⑫ 私たちは、街の案内人として、道行く人々に 

積極的に挨拶・道案内を行います。 

 

 

Ḹ ͬ  

⑬ 私たちは、現在行われている催事やイベントを関係団体等と連携して、維持･

発展していきます。 

⑭ 私たちは、その他にもまちの情報発信に役立つ取組を進めます。 

（通りの愛称づけ、まちの案内マップづくり、案内所･休憩所の設置等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで行ってきた催事やイベント等 

■酉の市（練馬大鳥神社） 

■ねりま笑店街 キッズニヤ 

■納涼祭（練馬大鳥神社） 

■七夕祭り 

■交通安全祈念パレード    
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Ҳ ̎ Ṕ  

⑮ 私たちは、以上のような活動に率先して取り組み、まちづくり活動に賛同す

る仲間を増やし、協働でまちづくり活動を進めていきます。 

⑯ 私たちは、居住者や商業者･事業者に、町会や商店会に加入するとともに、ま

ちづくりに積極的に参加することを働きかけていきます。 

⑰ 私たちは、不動産仲介業者や建物所有者に、不動産売買及び賃貸借契約に際

して、買主･借主へ「まちづくり憲章」を重要事項として説明し、内容を周知

することを要請していきます。 

⑱ 私たちは、練馬区に、様々な機会や場（ホームページ、窓口等）を活かして、

「まちづくり憲章」の存在を周知することを要請していきます。 
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